
特別養護老人ホームサンシャイン大森 重要事項説明書 

  利用者に対するサービス提供に当たり、事業所が説明すべき事項は次の通りです。 

１．事業所の目的及び運営の方針 

（１） 事業所の目的 

社会福祉法人山形が開設する、特別養護老人ホームサンシャイン大森が行う指定介護老人福祉施設の

事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、医師・生活相談員・ 

看護師・介護職員・栄養士・機能訓練指導員・介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、 

適正なサービスを提供することを目的とする。       

（２） 運営の方針 

利用者の心身の特性を踏まえて、施設サービス計画に基づき、利用者の有する能力に応じ自立した 

日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能 

訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の 

軽減をはかるなどサービスの提供に努めるものとする。 

２．事業所の概要 

事業所名称 特別養護老人ホームサンシャイン大森  

サービスの種類 指定介護老人福祉施設 

指定番号 介護老人福祉施設（山形市第０６７０１００７８３号） 

名称・法人種別 社会福祉法人山形 代表者役職・氏名 理事長 宮舘 哲男 

本部・事業所所在地 〒９９０－２２３１    山形市大字大森２１３９番地１ 

電話番号 ０２３－６８５－１２２５ 

  

敷地  12,000 ㎡ 多目的ホール 1 室 （219.82 ㎡） 

 構造 RC 平屋建て   1 室 （78.5 ㎡） 

建物 延床面積 5，059.86 ㎡ 浴室 一般浴槽 1 箇所 

    特殊浴槽 4 箇所 

 定員  脱衣室 1 室 （82.84 ㎡） 

 １人部屋 22 室（15.0 ㎡） 静養室 1 室 （20.9 ㎡） 

居室 2 人部屋 18 室（25.39 ㎡） 医務室 1 室 （44.27 ㎡） 

 4 人部屋  8 室（54.18 ㎡） リビングルーム 1 室 （110.41 ㎡） 

   面会室 1 室 （39.56 ㎡） 

      

事業所数 

特別養護老人ホーム 1 ヵ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 1 ヵ所 

短期入所生活介護 2 ヵ所 

通所介護 1 ヵ所 

通所型サービス A 1 ヵ所 

居宅介護支援センター 1 ヵ所 

地域包括支援センター 1 ヵ所 

訪問看護 1 ヵ所 



 

３.事業所の従業者と提供するサービス 

(１）職員体制は、次の通りです。 

職種 計 業務内容 

管理者 

常勤（8：30～17：30） 
常勤(兼務)1 名 

事業所の従業者の管理、事業所の利用の申し込みに係る調 

整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。 

医師 

（内科）週 2 回 月・金曜日 
(精神科）月 2 回 隔週 

非常勤(兼務)2 名 
利用者心身の診察、健康管理及び保健衛生指導を行います。 

必要に応じて、他の医療機関との調整を行います。 

生活相談員 

常勤（8：30～17：30） 

常勤（兼務）2 名 

非常勤（兼務） 

1 名 

利用者の日常生活についての相談、援助及び施設サービスの提供の

調整を行います。また、入退所に関する業務を行います。 

介護支援専門員 
常勤（8：30～17：30） 

常勤（兼務）2 名 
施設サービス計画書の作成、実施状況の把握及び評価を行います。 

看護師 

常勤（8：30～17：30） 

常勤 3 名 

（兼務 2 名） 

非常勤 2 名 

（兼務 1 名） 

利用者の看護、医師の診察の補助、健康管理及び保健衛生業務を行

います。 

機能訓練指導員 
常勤（8：30～17：30） 常勤１名 利用者の機能回復、機能維持に必要な訓練、指導を行います。 

介護職員 

勤務時間は 

業務内容欄参照 

常勤 25 名以上 

非常勤 5 名以上 

利用者の日常生活の介護、援助を行います。 

【勤務時間】H（７：００～１６：００）    O（１０：００～１９：００） 

O3（１３：３０～２２：３０）      Y（２２：３０～７：３０） 

管理栄養士 

常勤（8：30～17：30） 常勤（兼務）2 名 
栄養ケア・マネジメントを実施し、利用者の栄養状態の改善を行いま

す。 

事務職員 

常勤（8：30～17：30） 
常勤（兼務）４名 必要な事務を行います。 

 

(２)提供するサービスの内容は、次の通りです。 

サービス 内     容 

①介護 

・施設サービス計画に沿って、入浴、排泄、食事、着替え、体位交換、リネン交換（週１回）、 

施設内の移動の付添い等の介護を行います。 

・週に２回入浴していただけます。ただし、心身の状態に応じ、特別浴又は、清拭となる場合 

がございます。 

②栄養管理 
管理栄養士が立てた献立により、栄養と利用者の身体の状況に配慮した食事を提供します｡通
常のメニューの他に季節行事等に合わせた食事をご用意しております。 

(食事時間)     朝食 7:30～    昼食 12:00～       夕食 17:20～ 

③機能訓練 お一人おひとりの状態に合わせた、日常生活における訓練、体操などを行います。 

④健康管理 
年間１回の内科健康診断を行います。日程は別途ご連絡します。また、月２回内科と、 

精神科の診察や健康相談、月２回程度歯科衛生士による口腔ケアを受けられます。 

⑤生活相談 生活相談員に、介護や料金等の日常生活に関する相談ができます。 

⑥その他 

[アクティビティサービス] 

毎月季節行事等を行う他、毎日の日課の中においても気軽に参加して頂けるものを準備して

おります。行事によっては、別途料金がかかるものもございます。 

[行政手続きの代行] 行政機関に対する手続きの代行等を事業所にて受け付けます。 

ご利用の際は、職員にお申し出ください。 



４.利用料金 

【個室（介護福祉施設サービス費(Ⅰ)）】 【多床室（介護福祉施設サービス費(Ⅱ)）】 ※同額となります。 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護福祉施設サービス費 

（円／日） 5,890 円      6,590 円     7,320 円      8,020 円     8,710 円 

1 割負担分 589 円 659 円 732 円 802 円 871 円 

2 割負担分 1,178 円 1,318 円 1,464 円 1,604 円 1,742 円 

3 割負担分 1,767 円 1,977 円 2,196 円 2,406 円 2,613 円 

 

【全ての利用者に該当する加算の詳細について】基準を満たした月に加算されます 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（食費、居住費を除く料金へ加算 14.0％/月） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しており、介護職員の人材確保を更に推し進めるために、介護職
員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た事業所が、サービスを提供した場
合に加算されます。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（２２０円/日）     １割負担：22 円/日 ２割負担：44 円/日  3 割負担：66 円/日 

・事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の 80 以上である場合に加算されま
す。 

・事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の占める割合が 100 分の 30 以上で
ある場合に加算されます。 

※ これのいずれかを満たす場合。 

※ 令和 6 年 11 月 1 日から利用者の状況によって、加算の項目が変更になる場合があります。 

 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ（160 円/日）          １割負担：16 円/日 ２割負担：32 円/日 ３割負担：48 円/日 

夜勤を行う介護職員・看護師の数が、最低基準を１人以上上回っており、夜勤時間帯を通じて、看護師、ま
たは喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合に加算されます。 

夜勤時間での早番や遅番などを含む延人数で換算されます。 

※夜勤時間帯とは午後１０時から午前５時までを含む連続した１６時間のことです。 

看護体制加算 （Ⅰ）ロ（40 円/日）              １割負担：4 円/日  ２割負担：8 円/日    ３割負担：12 円/日 

  （Ⅱ）ロ（80 円/日）              １割負担：8 円/日  ２割負担：16 円/日    ３割負担：24 円/日 

常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算されます。（Ⅰ） 

９０名の利用者に対し４名以上の看護師が配置され、２４時間連絡できる体制を確保している場合に加算されます。（Ⅱ） 

ADL 維持等加算 (Ⅰ）（300 円/月）           1 割負担：30 円/月 2 割負担：60 円/月  3 割負担：90 円/月 

(Ⅱ）（600 円/月）         1 割負担：60 円/月 2 割負担：120 円/月  3 割負担：180 円/月 

指定介護老人福祉施設において、利用者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は評価対象期間（ADL

維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して 12 月までの期間）の満了日の属する月の翌月から 12

月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い 1 月につき算定されます。 

・評価対象者の総数が 10 人以上であること。 

・評価対象者全員について、評価対象者全員について評価対象利用期間の初月において ADL を評価しその

評価に基づく値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

・評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して 6 月目の月に測定した ADL 値を控除して得た値を

用いて一定の基準に基づき算出した値の平均値が 1 以上であること。（Ⅰ）または 3 以上であること。

（Ⅱ） 



 

栄養マネジメント強化加算（110 円/日）           １割負担：11 円/日 ２割負担：22 円/日 ３割負担：33 円/日 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しており、利用者毎の継続的な栄養管理を強化して実施した場合
に加算されます。低栄養状態のリスクが高い利用者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同で作成し
た栄養ケア計画に従い、食事の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、利用者ごとの栄養状態、嗜好等を
踏まえた食事の調整等を実施。低栄養状態のリスクが低い利用者にも、食事の状況を把握し、問題がある
場合は、早期に対応。利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施
に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しま
す。 

 

協力医療機関連携加算（500 円/月）         １割負担：50 円/月 ２割負担：100 円/月  3 割負担：150 円/月 

指定介護老人福祉施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共

有する会議を定期的に開催している場合に加算されます。 

 

精神科医療養指導加算（50 円/日）      １割負担：5 円/日 ２割負担：10 円/日 ３割負担：15 円/日 

認知症である利用者が３分の１以上を占め、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以
上行われている場合に加算されます。 

 

個別機能訓練加算 (Ⅰ）（120 円/日） １割負担：12 円/日 ２割負担：24 円/日 ３割負担：36 円/日 

     (Ⅱ）（200 円/月） １割負担：20 円/月 ２割負担：40 円/月 ３割負担：60 円/月 

常勤専従の機能訓練指導員（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩
マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師）を１名以上配置しており、利用者ごとに個
別機能訓練計画を作成し、計画に基づき訓練している場合に加算されます。(Ⅰ） 
（Ⅰ）の場合に加え、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、 

当該情報その他の機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に加算されます。（Ⅱ） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（30 円/月） １割負担：3 円/月 ２割負担：6 円/月 ３割負担：9 円/月 

利用者の褥瘡発生を予防するため、利用者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、事業所入所時及び３ヵ
月に１回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出し、評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがあると
された利用者に対して、関連職種の者が共同して褥瘡ケア計画を作成し、計画に基づき、利用者ごとに褥瘡
管理を実施した場合に加算されます。３か月に１回の算定を限度とする加算になります。 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（130 円/月）          1 割負担：13 円/月 2 割負担：26 円/月 3 割負担：39 円/月 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の要件を満たしていること。また褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の評価の結果、利用開始時に

褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者について、褥瘡の発生がない場合、または入所時に既に存在した褥瘡

が治癒した場合に加算されます。 

※利用者の状態により、褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）または（Ⅱ）のどちらかが算定されます。 

※入所月の評価の結果、利用開始月に褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者で、褥瘡の発生がない場合でも褥

瘡マネジメント加算（Ⅰ）が算定となります。    

      

科学的介護推進体制加算  （Ⅱ）（500 円/月） １割負担：50 円/月 ２割負担：100 円/月 ３割負担：150 円/月 

利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的
な情報を厚生労働省に提出していること。（（Ⅱ）では加えて疾病の状況等の情報）必要に応じて施設サービ
ス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供する
ために必要な情報を活用しています。 

 

 

 

 



生産性向上推進体制加算            (Ⅰ)（1000 円/月）１割負担：100 円/月 ２割負担：200 円/月 ３割負担：300 円/月 

（Ⅱ）（100 円/月） １割負担： 10 円/月  ２割負担：20 円/月  ３割負担：30 円/月 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び従業者の負担軽減に資する方策を検討するための委員
会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行って
いる場合、また、見守り機器などのテクノロジーを 1 つ以上導入し、年度ごとに 1 回、業務改善の取り組みに
よる効果を示すデータの提供を行っている場合に加算されます。(Ⅱ) 
(Ⅱ)の要件を満たし(Ⅱ)のデータにより業務改善による成果が確認され、かつ見守り機器などのテクノロジー

を複数導入している場合に加算されます。(Ⅰ) 

【利用者の状況等による加算】 （基準を満たした月に加算されます） 

安全対策体制加算（200 円/入所日のみ１回）         １割負担：20 円/１回 ２割負担：40 円/１回  ３割負担：60 円/１回 

外部の研修を受けた担当者が配置され、事業所内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施す
る体制が整備されている場合、入所初日に限り所定単位数が加算されます。 

初期加算（300 円/日）      １割負担：30 円/日   ２割負担：60 円/日     ３割負担：90 円/日 

入所した日から３０日間加算されます。また、病院等への３０日を越える入院後再び入所した場合にも同様に
加算されます。 

外泊時費用（2,460 円/日） １割負担：246 円/日 ２割負担：492 円/日 ３割負担：738 円/日 

自宅等への外泊、または病院等へ入院した場合に、１ヶ月に６日を限度とし所定単位数に代えて算定されま
す。 

 

療養食加算（60 円/回） １割負担：6 円/回 ２割負担：12 円/回 ３割負担：18 円/日 

医師の発行する食事箋に基づき、管理栄養士もしくは栄養士が適切な内容と栄養量の療養食を提供した場合に加算
されます。（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合
の検査食） 

 

配置医師緊急時対応加算 
・早朝（6 時～8 時）、夜間（18 時～22 時）の場合（6,500 円/回）      ・1 割負担：650 円/回 2 割負担：1,300 円/回 3 割負担：1,950 円/回 

・深夜（22 時～翌 6 時）（13,000 円/回）                     ・1 割負担：1,300 円/回 2 割負担：2,600 円/回 3 割負担：3,900 円/回 

・配置医師の勤務時間外の場合（3,250 円/回）                ・1 割負担：325 円/回 2 割負担：650 円/回 3 割負担：975 円/回 

配置医師と事業所の間で緊急時の対応に関する具体的な取り決めが行われており、配置医師が事業所の求めに 

応じ、早朝・夜間又は深夜に事業所を訪問し、利用者の診察を行った場合に加算されます。 

 

看取り介護加算（Ⅱ） 

・死亡日以前 31 日以上 45 日以下（720 円/日）    1 割負担：72 円/日 2 割負担：144 円/日 3 割負担：216 円/日 

・死亡日以前 4 日以上 30 日以下（1,440 円/日）   1 割負担：144 円/日 2 割負担：288 円/日 3 割負担:432 円/日 

・死亡日前日及び前々日（7,800 円/日）                  1 割負担：780 円/日 2 割負担：1560 円/日 3 割負担：2340 円/日 

・死亡日（15,800 円/日）                                        1 割負担：1,580 円/日 2 割負担：3,160 円/日 3 割負担：4740 円/日 

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者であり、本人や家族が事業所での看取りを 
希望し、事業所での看取りを行った場合に加算されます。 
看取りに関する指針を定め、入所の際に利用者又はその家族等に指針の内容を説明し、同意を得ます。 

医師等が共同で作成した利用者の介護に係る計画について説明を行い、同意を得ます。 

看取りを行う際には個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行います。 

緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法及び曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を 
依頼するタイミングなどについて、配置医師と事業所の間で、具体的な取り決めを行います。 

 

退所前訪問相談援助加算（4,600 円/回）         1 割負担：460 円/回 2 割負担：920 円/日 3 割負担：1,380 円/日 

入所期間が 1 月を超えると見込まれる利用者の退所に先立って、生活相談員等が、退所後生活する居宅を訪問し、
利用者及びその家族に対し退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に、入所中 1 回（入所後早期
に退所前訪問相談援助の必要があると認められる利用者にあっては、2 回）を限度として加算されます。利用者が退
所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、利用者の同意を得て事務所等を訪問し、連
絡調整、情報提供を行った場合も同様に加算されます。 

 



退所後訪問相談援助加算(4,600 円/1 回） １割負担：460 円/１回 ２割負担：920 円/１回 ３割負担：1,380 円/1 回 

利用者の退所後３０日以内に当該利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に対して相談援助を行った場合
に、退所後１回を限度として加算されます。 
利用者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、利用者の同意を得て、事業所
等を訪問し、連絡調整、情報提供を行った時も、同様に加算されます。 

退所時相談援助加算（4,000 円/1 回）                   １割負担：400 円/１回 ２割負担：800 円/１回 ３割負担：1,200 円/1 回 

入所期間が１月を超える利用者が退所し、その居宅において居宅サービス等を利用する場合において、退所時に利
用者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス等について相談援助を行い、かつ、利用者の同意を得て、退
所の日から２週間以内に退所後の居住地を管轄する市町村及び老人介護支援センターに対して、利用者の介護状
況を示す文書を添えて、必要な情報を提供した場合に加算されます。利用者が退所後にその居宅でなく、他の社会
福祉施設等に入所する場合であって、利用者の同意を得て、事業所等に対して利用者の介護状況を示す文書を添
えて、必要な情報を提供した場合も、同様に加算されます。 

退所前連携加算（5,000 円/1 回） １割負担：500 円/１回 ２割負担：1,000 円/１回 ３割負担：1,500 円/1 回 

入所期間が１月を超える利用者が退所し、その居宅において居宅サービス等を利用する場合、退所に先立って、利
用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、利用者の同意を得て、利用者の介護状況を示す文書を添えて居
宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の利用に関する調整を行
った場合に加算されます。 

若年性認知症入所者受入加算（1,200 円/日）    １割負担：120 円/日 ２割負担：240 円/日 ３割負担：360 円/日 

６５歳未満の認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決め、その従業者を中心に利用者の特性や課題に応じ
たサービスの提供を行った場合に加算されます。 

再入所時栄養連携加算（2,000 円/回） １割負担：200 円/回 ２割負担：400 円/回 ３割負担：600 円/回 

利用者が医療機関に入院し、厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする場合について、事業所の管理栄養士が
医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について、医療機関の管理栄養士と相談のうえ、栄養
ケア計画の原案を作成し、事業所へ再入所した場合に加算されます。 

◎上記の利用料は、厚生労働大臣が定める基準による額であり、介護保険分を合わせた額となります。実際

にお支払いただく料金は、上記額の 1 割,２割,３割となります。 

【個室（食費及び居住費）】 

対 象 者 区分 食費/日 居住費/日 

生活保護受給者 

第１段階 300 円 380 円 

利用者を含む 
世帯全員 

（世帯分離を 
している配偶者

を含む）の 

市町村が非課税 

 

老齢福祉年金受給者 

預貯金等総額※2 が 

1000 万円（夫婦で 2000 万

円）を超えていない 

年金等収入金額※1 と

合計所得金額の 

合計額が 80 万円以下 

預貯金等総額※2 が 

650 万円（夫婦で 1650 万

円）を超えていない 

第２段階 390 円 480 円 

年金等収入金額※1 と 

合計所得金額の合計額が

80 万円超 120 万円以下 

預貯金等総額※2 が 

550 万円（夫婦で 1550 万

円）を超えていない 

第３段階① 650 円 880 円 

年金等の収入金額※1 と 

合計所得金額の合計額

が 120 万円超 

預貯金等総額※2 が 

500 万円（夫婦で 1500 万

円）を超えていない 

第３段階② 1,360 円 880 円 

上記以外の方（課税層）または、利用者を含む世帯全員（世帯分離

している配偶者を含む）の市町村民税が非課税非課税だが上記に

該当しない方 

第４段階 1,850 円 1,231 円 

※1 課税年金及び非課税年金（遺族年金・障害年金等）の合計額になります 

※2 現金や有価証券も含む総額になります 

 

 



【多床室（食費及び居住費）】 

対 象 者 区分 食費/日 居住費/日 

生活保護受給者 

第１段階 300 円 0 円 

利用者を含む世
帯全員（世帯分
離をしている配
偶者を含む）の

市町村が非課税 

老齢福祉年金受給者 

預貯金等総額※2 が 

1000 万 円 （ 夫 婦 で

2000 万円）を超えてい

ない 

年金等収入金額※1 と 

合計所得金額の合計額

が 80 万円以下 

預貯金等総額※2 が 

650 万円（夫婦で 1650

万円）を超えていない 

第２段階 390 円 430 円 

年金等収入金額※1 と 

合計所得金額の合計額

が 80 万円超 120 万円

以下 

預貯金等総額※2 が 

550 万円（夫婦で 1550

万円）を超えていない 

第３段階① 650 円 430 円 

年金等の収入金額※1

と合計所得金額の合計

額が 120 万円超 

預貯金等総額※2 が 

500 万円（夫婦で 1500

万円）を超えていない 

第３段階② 1,360 円 431 円 

上記以外の方（課税層）または、利用者を含む世帯全員（世帯

分離している配偶者を含む）の市町村民税が非課税非課税だ

が上記に該当しない方 

第４段階 1,850 円 915 円 

※1 課税年金及び非課税年金（遺族年金・障害年金等）の合計額になります  

※2 現金や有価証券も含む総額になります 

 

【その他の料金】 

①医療費 
往診、通院、検査、健康診断、専門職による口腔ケア、薬代等にかかる医療費が自己負担

となります。 

②理美容サービ

ス 

事業所では、2～3 ヶ月に 1 回、適時理美容サービスを実施しております。 

料金は実費にてお支払いください。 

③テレビ使用料 居室において、テレビをご利用の方に限り１日１０円かかります。 

④日 常 生 活 品

購入 

介護以外の嗜好品や日常生活品の購入代行を申し込むことができます。ご利用に際して

は生活相談員までご相談ください。 

⑤金銭管理 

利用者が金銭の管理が困難な場合は、預かり金サービスをご利用できます。支払い代行

や収支管理する事務手数料として月２,０００円かかります。 

管理する形態 ：指定する金融機関の預金通帳に預け入れている金銭 

お預かりする物 ：上記預金通帳と通帳印（原則１つ）    保管場所 ：金庫      

保管管理者：斎藤千愛（社会福祉士） 出納方法：別に定める「預り金管理要領」のとおり

です。 

⑥支払い方法 

ご利用の翌月中旬頃に請求書を発送させていただきます。ご利用の翌月２６日にご指定の

口座より引き落としさせていただきます。手数料  (きらやか銀行の場合：110 円）（その他の

金融機関の場合：143 円）口座引き落とし確認後に領収書を発送させていただきます。 

＊預り金サービスご利用の方は、下記の方法にて利用料金のお支払いとなります。 

ご利用の翌月１０日に請求書を発送させていただきます。 

サービス利用料金はご利用の翌月１５日にお預かりしてる通帳の口座より引き落としさせて

いただきます。その他の料金については、随時の引き落としとなります。 

 

 

 



５．運営に関する重要事項について 

（1）指定介護老人福祉施設事業者は、従業者の資質の向上をはかるための研修の機会を設けています。

（2）別紙「個人情報の使用に係る同意書」のとおり、従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を、サービス提供に関わる目的以外決して第三者に漏らしません。 

（3）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなっ

た後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約内容としています。 

（4）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行

う際は、別に定める要綱の手続きによるものとします。 

（5）事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存しま

す。 

（6）重要事項説明書の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人山形と事業所の管理者との協議に基づ

いて定めるものとします。 

 

６．虐待の防止について 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止のために、つぎに掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

（２）成年後見人制度の利用を支援します。 

（３）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施し、研修等を通じて、従業者の人権意識

の向上や知識や技術の向上に努めます。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

 

７．サービスの苦情について 

サービスの苦情に関する責任者を選定しています。 

申出方法と受付時間 

（1）事業所内における面接による場合 午前９時～午後５時 

（2）電話による場合（受付番号 023-685-1225） 午前９時～午後５時 

（3）書面、FAX による場合（受付 FAX 番号 023-685-1227） ２４時間 

（4）E-mail による場合（アドレス sunshine＠ｉｃ‐ｎｅｔ．or．ｊｐ） ２４時間 

（5）第三者委員による受付（荒木 昭雄 様 ）（渡邉 美津子  様 ） 午前９時～午後５時 

苦情解決責任者は、苦情受付担当者からの報告に基づき、苦情処理委員会を招集し、苦情解決の最善策の立案・

検討をするとともに、再発防止に努めます。 

その他受付 

介護サービスに関する苦情につきましては、山形県国民健康保険団体連合会 

(代表 0237-87-8000） 

山形市役所(代表 023-641-1212）においても受付しております。 

 

８．事業所利用に当たっての留意事項 

（１)従業者及び他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような行動、宗教活動、政治活動、営利活動はご遠慮願います。 

（２）建物や備品及び貸与物品は、大切に取り扱ってください。 

（３）決められた物品以外の持ち込みはご相談ください。別途料金がかかる物や管理をお願いする場合もございます。 

（４）飲酒・喫煙に関しては、医師の指示により禁止されている場合もありますので従業者への確認をお願いいたしま
す。火災防止上、喫煙は、所定の場所で行い、発火の恐れのある物品は事業所内に持ち込まないでください。 

（５）面会時間は 9：00～19：00 です。(感染症等の状況によって面会方法は随時変更となります）必ずその都度面会名

簿に記入してください。 



（６）外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間を従業者にお申し出ください。外出届への記入もお願いします。 

※食事提供時間の２時間前までに食止めの連絡をいただけない場合は食事代が発生します。 

 【食事時間の目安】朝食 7：30～ 昼食 12：00～ 夕食 17：20～（行事等で変更になる場合もございます） 

（７）主治医の指示により、病院での受診が必要になった場合は、通院の介助を行います。状況に応じ、家族の同行を

依頼する場合があります。入院となった場合の付き添い等は、事業所では行いません。 

 

９．緊急時の対応方法 

利用者に容態の変化等があった場合は、医師及び協力医療機関の協力を得て必要な措置を講ずるほか、

下記の緊急連絡先に連絡します。 

  協力医療機関  《山形市立病院 済生館 電話 023-625-5555》  

 《篠田総合病院 電話 023-623-1711》 

◎緊急連絡先 

氏  名 
 続

柄 

 

住  所 
〒  

電話番号   

 

１０．事故発生時の対応及び損害賠償 

①事業所は利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに、利用者の家族、

県、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

②事業所は、利用者に対するサービスの提供に伴って、自己の責めに帰すべき理由により利用者の生命、

身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

１１．非常災害対策 

非常災害時の

対応 
別途に定める「特別養護老人ホームサンシャイン大森非常災害計画」により対応します。 

防火設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー 801 ヶ所  防火扉・シャッター 2 ヶ所 

非常階段 0 ヶ所  屋内消火栓 3 ヶ所 

自動火災報知機 1 ヶ所  非常通報装置 1 ヶ所 

誘導灯 19 ヶ所  漏電火災報知機 2 ヶ所 

ガス漏れ報知機 1 ヶ所  非常用電源 1 ヶ所 

カーテン布団等は防煙性能のあるものを使用しています。 

防災訓練 

別途に定める「特別養護老人ホームサンシャイン大森非常災害計画」により、年４回 

（総合訓練６月・９月、部分訓練８月・２月）夜間及び昼間避難訓練を利用者参加のうえ実

施します。 

消防計画 消防署届出：平成 29 年 5 月 1 日 

防火管理者 今田 勝利 

 

 

 

 

 



１２．第三者評価実施状況について 

項  目 内       容 

(1)実施の有無 有  ・  無 

(2)実施年月日 令和 4 年 5 月 31 日、6 月 8 日 

(3)実施した評価機関 社会福祉法人山形県社会福祉協議会 

(4)評価結果の開示状況 有  ・  無 

 

１３．その他 

指定介護老人福祉施設入所に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づき、重要な事項を説明し

ました。 

年      月     日 

事

業

所 

所在地 〒990-2231  山形市大字大森 2139-1  

名称 特別養護老人ホームサンシャイン大森  

説明者   印 

 

私は、契約書及び本書面により、事業所から指定介護老人福祉施設についての重要事項の説明を受け 

同意し受領しました。 

                             年    月   日 

 〒    

利

用

者 

住所    

氏名 
 

印 
 

代

理

人 

〒 

住所 

   

氏名 
 

印 続柄 

 


